
　

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
町
福
祉
医
療
課
少
子
高
齢
化
対
策
室
福

　

祉
係
☎
23
―
０
５
０
０

　

国
立
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

で
は
、
求
職
中
の
障
が
い
者
の
訓
練
生
を

追
加
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
受
付
期
間
／
1
月
20
日
（
金
）
ま
で

■
選
考
日
／
2
月
6
日
（
月
）

　

詳
し
く
は
当
校
ま
た
は
最
寄
り
の
公
共

職
業
安
定
所
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
〒
０
７
３
―
０
１
１
５　

砂
川
市
焼
山

　

60
番
地
☎
０
１
２
５
―
52
―
２
７
７
４

　

わ
ん
ぱ
く
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
見
学
し

ま
せ
ん
か
。
こ
の
サ
ー
ク
ル
は
2
歳
か
ら

・
土
曜
、
長
期
休
暇
／
8
時
〜
18
時
の
う

　

ち
交
代
制

※
２
週
に
１
回
の
土
曜
日
は
休
み

■
申
込
期
限
／
１
月
27
日
（
金
）

　

履
歴
書
と
資
格
証
な
ど
の
写
し
を
提
出
。

〇
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
非
常
勤
職
員
（
障

　

が
い
児
対
応
パ
ー
ト
）

■
募
集
人
員
／
１
名

■
任
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
平
成
30
年
３

　

月
31
日　

■
業
務
／
主
に
障
が
い
児
対
応
、
遊
び
を

　

通
じ
た
生
活
指
導
な
ど
を
行
い
ま
す

■
賃
金
／
時
給
８
4
０
円
、
雇
用
保
険
有

■
勤
務
時
間
／
月
〜
金
曜
14
時
か
ら
17
時

　

30
分
ま
で

〇
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
非
常
勤
職
員
（
パ
ー
ト
）

〇
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
補
助
員
（
登
録
制
）

■
業
務
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
補
助

■
賃
金
／
時
給
８
３
０
円

■
勤
務
時
間
・
申
込
詳
細
に
つ
い
て
は
問

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information
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【償却資産の申告を忘れずに】

　今年 1月 1日現在、町内で事業を営み、事業用償却資産

（事務機器、店舗用備品、各種機械、工具など）を持って

いる方は固定資産税がかかりますので、必ず申告をしてく

ださい。平成 29 年度の申告案内は 12 月下旬に発送してい

ます。該当資産がない場合でも申告書に記入し 1 月 31 日

（火）までに届出をしてください。

問町税務課資産税係　☎ 56-8004

【給与支払報告書提出のお願い】

　平成 28 年中に給与や賞与、賃金など ( 専従者給与を含

む )を支払われた個人・事業所は、給与などを支払った方

( 受給者 ) について、年末調整をしているか否かに関わら

ず、1 月 31 日 ( 火 ) までに給与支払報告書（総括表・個

人明細書）を提出する義務 ( 地方税法 317 条の 6) があり

ます。受給者の今年１月１日現在居住する市区町村あてに

給与支払報告書をそれぞれ提出してください。今回の提出

分から個人番号（マイナンバー）の記載が必要となります

が、個人事業主が提出する場合に事業主本人の確認（身元

及び番号確認）書類が必要となります。忘れずにご用意く

ださい。（法人の場合は確認不要）

〇必要な書類（例）：本人が来られる場合は身元確認とし

て運転免許証もしくは健康保険証など、番号確認として「通

知カード」もしくは「（マイナンバー入り）住民票の写し」

などを提示してください。また「マイナンバーカード」を

お持ちであれば身元および番号確認が同時にできます。な

お、郵送の場合は上記書類のコピーを必ず同封してくださ

い（マイナンバーカードの場合は表裏をそれぞれコピー）。

〇代理人（ご家族も含め）が来られる場合は、事業主の番

号確認の他、代理権の確認（委任状など）、代理人本人の

身分確認書類が必要となります。

問町税務課住民税係　☎ 56-8003

平
成
29
年
度
訓
練
生
の
追
加
募
集

〇
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
非
常
勤
職
員　

■
募
集
人
員
／
４
名

■
任
用
期
間
／
4
月
1
日
〜
平
成
30
年
3

　

月
31
日

■
応
募
資
格
／
保
育
士
有
資
格
者
、
教
員

　

免
許
（
幼
・
小
・
中
・
高
）
取
得
者
、

　

ま
た
は
児
童
関
連
事
業
に
2
年
以
上
の

　

従
事
経
験
者
で
町
内
在
住
者

■
業
務
／
遊
び
を
通
じ
た
生
活
指
導
、
レ

　

ク
レ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、
事
務
な
ど

■
賃
金
／
月
額
11
万
７
２
０
０
円
〜

　

15
万
５
７
０
０
円（
社
保
・
雇
用
保
険
有
）

■
勤
務
時
間
／

・
早
出
／
月
曜
10
時
〜
18
時
、
火
〜
金
曜

11
時
〜
18
時

・
遅
出
／
月
〜
金
曜
13
時
〜
18
時

非
常
勤
職
員
な
ど
の
募
集

入
園
前
の
親
子
が
集
ま
り
体
を
使
っ
た
遊

び
や
体
操
、
季
節
の
行
事
を
楽
し
ん
で
い

ま
す
。お
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
見
学
日
／
2
月
3
日
（
金
）、17
日
（
金
）

　

10
時
〜
11
時
30
分

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

※
1
歳
半
か
ら
入
会
可
（
応
相
談
）

問
０
９
０
―
６
２
６
２
―
７
９
５
４
（
式
地
）

　

羊
蹄
山
麓
７
町
村
で
生
活
を
す
る
障
が

い
の
あ
る
方
や
、
そ
の
家
族
の
悩
み
に
つ

い
て
相
談
員
が
一
緒
に
考
え
ま
す
。

■
日
時
／
１
月
18
日
（
水
）
13
時
〜
15
時

■
場
所
／
町
保
健
福
祉
会
館（
予
約
不
要
）　

　

時
間
指
定
の
希
望
は
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
町
福
祉
医
療
課
福
祉
係
☎
23
―
０
５
０
０

　

羊
蹄
山
ろ
く
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
21
―
２
２
２
７

羊
蹄
山
ろ
く
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

相
談
会

募

集

わ
ん
ぱ
く
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
見
学
会

開

催



「
四
島
（
し
ま
）
の
未
来　

心
か
よ
わ
せ　

返
還
へ
」

　

我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
択
捉
島
、

国
後
島
、
色
丹
島
、
歯
舞
群
島
か
ら
な
る

北
方
四
島
の
早
期
返
還
の
実
現
は
、
道
民

は
も
と
よ
り
国
民
の
長
年
に
わ
た
る
悲
願

で
す
。

　

北
海
道
、
市
町
村
お
よ
び
北
方
関
係
団

体
は
、
一
日
も
早
い
北
方
領
土
問
題
解
決

の
た
め
、
国
の
外
交
交
渉
を
後
押
し
す
る

立
場
か
ら
、
2
月
7
日
の
「
北
方
領
土
の

日
」
を
中
心
に
、「
北
方
領
土
の
日
特
別

啓
発
期
間
」
を
定
め
、
一
層
強
力
に
北
方

領
土
問
題
の
啓
発
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

■
期
間
／
1
月
21
日
〜
2
月
20
日

問
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
後
志
地
方
支

　

部
☎
22
―
０
２
１
６

　

相
続
や
転
居
な
ど
で
、
札
幌
な
ど
、
町

外
に
お
住
ま
い
の
方
が
、
倶
知
安
町
内
に

物
件
を
お
持
ち
の
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
町
で
は
、「
し
り
べ
し
空
き

家
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
」
と
連
携
し
、
札
幌
市
内
で

空
き
家
や
別
荘
に
つ
い
て
の
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

■
日
時
／
2
月
18
日
（
土
）
13
時
〜
15
時

　

30
分

■
場
所
／
北
農
健
保
会
館
（
札
幌
市
中
央

　

区
北
4
条
西
7
丁
目
）

※
相
談
無
料
、
要
事
前
申
込
、
応
募
多
数

　

の
場
合
抽
選

※
詳
し
く
は
町
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係

　

☎
56
―
８
０
０
５
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い

　

医
療
と
介
護
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る

世
帯
の
、
自
己
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で

す
。
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
、
１
年
間

に
支
払
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
介

護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が
、
限
度

額
を
超
え
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た
額
が

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
お
よ
び
介
護
保
険

か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
手
続
き
に

は
役
場
国
保
医
療
係
で
の
申
請
が
必
要
で

す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
「
通
知
」

し
ま
す
の
で
、
通
知
文
が
届
い
た
ら
左
記

ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ま
た
は
介
護
保

　

険
の
自
己
負
担
額
の
い
ず
れ
か
が
０
円

　

の
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

○
支
給
額
が
５
０
０
円
以
下
の
場
合
は
支

　

給
さ
れ
ま
せ
ん

問
町
福
祉
医
療
課
保
健
医
療
室
国
保
医
療

　

係
☎
56
―
８
０
０
６

　

―
１
１
６
５
（
０
５
０
で
始
ま
る
電
話

　

は
03
―
６
７
０
０
―
１
１
６
５
）

■
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
　

　

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

　

町
で
は
、
平
成
29
、
30
年
度
に
町
が
発

注
す
る
工
事
、
業
務
委
託
、
物
品
購
入
そ

の
他
契
約
に
係
る
入
札
参
加
希
望
者
の
資

格
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
公
示
内
容
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
参
照
く
だ
さ
い
。

■
受
付
日
時
／
2
月
１
日
（
水
）
〜
28
日

　
（
火
）
８
時
45
分
〜
17
時
30
分

　

※
閉
庁
日
除
く

■
提
出
先
／
町
建
設
課
管
理
係
（
分
庁

　

舎
）、
郵
送
可
（
受
付
期
間
内
必
着
）

問
町
建
設
課
☎
56
―
８
０
１
１

　

な
お
、
衛
生
セ
ン
タ
ー
へ
の
申
請
は
直

接
提
出
ま
た
は
郵
送
く
だ
さ
い
。（
衛
生

セ
ン
タ
ー

字
比
羅
夫
２
６
６
番
地
3
、

☎
22
―
０
２
１
１
）

　

こ
の
交
付
金
は
、
発
電
用
施
設
の
立
地

の
促
進
・
運
転
の
円
滑
化
の
た
め
、
発
電

用
施
設
の
立
地
地
域
・
周
辺
地
域
の
公
共

施
設
整
備
や
住
民
福
祉
の
向
上
に
資
す
る

事
業
に
対
し
交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

平
成
28
年
度
、
倶
知
安
町
で
は

４
４
０
０
千
円
の
交
付
金
を
公
立
保
育
所

運
営
事
業
と
し
て
、
地
域
の
福
祉
サ
ー
ビ

ス
充
実
の
た
め
、
倶
知
安
保
育
所
運
営
に

活
用
し
て
い
ま
す
。

■
日
時
／
1
月
9
日
、
15
時
〜
16
時
30
分

　

1
月
10
日
、
18
時
〜
19
時
30
分

　

1
月
11
日
、
15
時
〜
16
時
30
分

■
場
所
／
コ
ー
プ
さ
っ
ぽ
ろ
倶
知
安
店　

　

生
活
文
化
教
室
（
屋
上
駐
車
場
隣
接
）

■
参
加
料
／
１
０
０
円

■
定
員
／
20
名（
１
人
一
回
ま
で
先
着
順
）

■
講
師
／
サ
ー
チ
ュ

問
☎
０
９
０
―
６
２
６
１
―
８
６
８
６

　
（
下
田
平
）

　

日
本
年
金
機
構
は
国
民
年
金
、
厚
生
年

金
の
対
象
と
な
る
年
金
受
給
者
に
平
成
28

年
分
の
源
泉
徴
収
票
を
１
月
下
旬
頃
か
ら

順
次
発
送
す
る
予
定
で
す
。(

障
害
年
金

や
遺
族
年
金
だ
け
の
受
給
者
に
は
、
送
付

さ
れ
ま
せ
ん)

　

こ
の
源
泉
徴
収
票
は
、
確
定
申
告
を
す

る
際
に
添
付
書
類
と
し
て
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

源
泉
徴
収
票
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
や
、
2

月
下
旬
を
過
ぎ
て
も
未
着
の
場
合
は
、「
ね

ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
で
再
交
付
を
受
付
て

い
ま
す
。（
そ
の
他
の
年
金
相
談
も
受
付

け
し
て
い
ま
す
）

　

問
い
合
わ
せ
の
際
は
、基
礎
年
金
番
号
・

年
金
コ
ー
ド
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。（
年

金
証
書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
）
ま
た
、

代
理
人
が
問
い
合
わ
せ
す
る
場
は
、
本
人

の
基
礎
年
金
番
号
に
加
え
、
代
理
人
の
基

礎
年
金
番
号
も
必
要
で
す
。

問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
―
05

－11－

「
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収

票
」
の
送
付
に
つ
い
て

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
事
業

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て

自己負担限度額表
【1年分の自己負担額の計算期間：8月1日～翌年7月31日】

負担割合 区　　分
自己負担額の
合計の基準額

3割 現役並み所得者 67 万円

1割

一般 56 万円

住民税非課税世帯
区分Ⅱ※1 31 万円

区分Ⅰ※2 19 万円

※ 1　世帯全員が住民税非課税である方
※ 2　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が

0円（公的年金収入のみの場合、その受給額が 80 万
円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

北
方
領
土
の
日
特
別
啓
発
期
間

札
幌
市
で
の
空
き
家
・
別
荘
の
相

談
会
の
お
知
ら
せ

周

知

ア
ー
ユ
ル
ヨ
ガ
レ
ッ
ス
ン
体
験



　

用
す
る
制
度
の
導
入
―
60
万
円

④
希
望
者
全
員
を
70
歳
以
上
ま
で
継
続
雇

　

用
す
る
制
度
の
導
入
―
80
万
円

※
①
〜
④
の
複
数
の
制
度
を
合
わ
せ
て
導

入
し
た
場
合
は
最
も
高
い
額
の
み
支
給

問
独
立
行
政
法
人　

高
齢
・
障
害
・
求
職

　

者
支
援
機
構
北
海
道
支
部

　

☎
０
１
１
―
６
２
２
―
３
３
５
１

　
「
緊
急
地
震
速
報
」
と
は
、
震
源
に
近

い
地
震
計
で
地
震
を
検
知
し
、
震
源
の
位

置
や
地
震
の
規
模
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
）、

各
地
の
震
度
な
ど
を
自
動
計
算
し
て
、
地

震
に
よ
る
強
い
揺
れ
が
始
ま
る
前
に
素
早

く
お
知
ら
せ
す
る
情
報
で
す
。
こ
の
情
報

を
見
聞
き
し
た
場
合
、
大
き
な
揺
れ
が
始

ま
る
前
に
危
険
を
回
避
す
る
行
動
を
取
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
身
の
安
全
や
、
地
震
に

よ
る
被
害
の
軽
減
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
緊
急
地
震
速
報　

利
用
の
心
得
」

①
家
庭
で
は

　

・
頭
を
保
護
し
、
丈
夫
な
机
の
下
な
ど

　
　

安
全
な
場
所
に
避
難
す
る

　

・
あ
わ
て
て
外
へ
飛
び
出
さ
な
い

　

・
無
理
に
火
を
消
そ
う
と
し
な
い

②
鉄
道･

バ
ス
で
は

　

・
つ
り
革
、
手
す
り
に
し
っ
か
り
つ
か

　
　

ま
る

③
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
は

　

・
最
寄
の
階
に
停
止
さ
せ
、
す
ぐ
に
降

　
　

り
る

④
屋
外
や
街
で
は

　

・
看
板
や
割
れ
た
ガ
ラ
ス
の
落
下
、
ブ

　
　

ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
に
注
意
す
る

⑤
自
動
車
運
転
中
は

　

・
急
ブ
レ
ー
キ
は
か
け
ず
、
ゆ
る
や
か

　
　

に
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
す

北海道電力からのお願い

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

謹　賀　新　年

　本年も消費者保護の正しい考えについて

理解を深めましょう。

　悪質訪問販売追放の黄色いステッカー

は、消費者トラブルがあった時に役立ちま

す。事業を営んでいるお宅も、家庭で必要

な物を購入するときは消費者です。店頭に

貼らなくても　裏玄関や通用口などに貼っ

てください。

　私は大丈夫と思っていても、悪質業者は

予想外の手口でつけ込んできます。ステッ

カーの活用による安全な家庭経営を期待し

ています。

　ご相談またはステッカーの希望者は下記

へ問合せください。

■消費生活相談室（公民館 1階団体室）

■月・水・金曜日　10 時～ 15 時

　☎ 23 ー 1522

■時間外の緊急相談は☎ 22 ー 2101( 荒野）
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人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た

め
、
野
犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対

象
）
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
１
月
６
日
〜
３
月
31
日

　

愛
犬
が
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で　

　

犬
を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

　

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

　

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
は
す
ぐ
に
役

　

場
に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

問
町
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生

　

係
☎
56
―
８
０
０
８

〜
事
業
主
の
皆
様
へ
〜

　

65
歳
以
上
へ
の
定
年
引
き
上
げ
な
ど
を

行
う
企
業
に
対
す
る
支
援
と
し
て
65
歳
超

雇
用
推
進
助
成
金
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
支
援
に
よ
り
65
歳
以
降
も
希
望
者
全

員
が
安
心
し
て
働
け
る
雇
用
基
盤
の
整
備

と
「
生
涯
現
役
社
会
」
の
構
築
を
図
り
ま

す
。

【
概
要
】

　

平
成
28
年
10
月
19
日
以
降
に
労
働
協
約

ま
た
は
就
業
規
則
に
次
の
制
度
を
規
定

し
、
実
施
し
た
場
合
に
助
成
（
１
事
業
者

１
回
限
り
）

①
65
歳
へ
の
定
年
引
上
げ
―
１
０
０
万
円

②
66
歳
以
上
へ
の
定
年
引
上
げ
ま
た
は
定

　

年
の
廃
止
―
１
２
０
万
円

③
希
望
者
全
員
を
66
〜
69
歳
ま
で
継
続
雇

○この冬も引き続き ｢無理のない範
囲での節電｣ にご協力をお願いいた
します。
○詳しくは、ほくでんホームページ
をご覧ください。

緊
急
地
震
速
報
に
つ
い
て

65
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
に
つ
い
て

野
犬
掃
討
を
実
施

　

・
ハ
ザ
ー
ド
ラ
ン
プ
を
点
灯
し
、
周
り

　
　

の
車
に
注
意
を
促
す

「
日
頃
の
備
え
」

　

震
源
に
近
い
場
所
で
は
、
速
報
の
発
表

が
強
い
揺
れ
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
予
想
す
る
震
度
は
プ
ラ

ス
マ
イ
ナ
ス
１
階
級
程
度
の
誤
差
を
伴
っ

た
り
、
震
源
が
観
測
点
か
ら
遠
い
場
合
や

深
い
場
合
は
、
誤
差
が
大
き
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
地
震
の
揺
れ
に
備
え
る
た

め
に
、
住
宅
・
建
造
物
の
耐
震
化
や
家
具

の
耐
震
固
定
を
す
る
な
ど
、
室
内
に
安
全

ス
ペ
ー
ス
（
物
が
落
ち
て
こ
な
い
、
倒
れ

て
こ
な
い
、
移
動
し
な
い
空
間
）
を
作
り

ま
し
ょ
う
。

　

内
閣
府
・
消
防
庁
・
気
象
庁
は
共
同
で
、

毎
年
６
月
頃
と
11
月
５
日
（
津
波
防
災
の

日
）
前
後
に
こ
の
速
報
の
訓
練
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
気
象
庁
で
は
訓
練
を

行
な
う
た
め
の
動
画
を
、
通
信
事
業
者
で

は
訓
練
用
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を

用
意
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
機
会
な
ど

を
利
用
し
て
、
定
期
的
に
身
を
守
る
訓
練

を
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、詳
細
に
つ
い
て
は
、気
象
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.data.jm

a.go.jp/svd/
eew
/data/nc/index.htm

l

問
札
幌
管
区
気
象
台
気
象
防
災
部
地
震
火

　

山
課
☎
０
１
１
―
６
１
１
―
６
１
２
５

ほくでん　節電 検索



家
庭
で
で
き
る
火
災
予
防

　

年
末
年
始
は
、
何
か
と
慌
た
だ
し
く
な

り
、「
つ
い
う
っ
か
り
型
」
の
火
災
が
増

え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
の
周
り
に
燃
え
や

す
い
物
を
置
い
て
い
な
い
か
家
族
全
員
で

確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
自
宅
の
周
り

や
、
屋
外
に
設
置
し
て
い
る
灯
油
タ
ン
ク

の
周
り
な
ど
に
も
可
燃
物
な
ど
を
置
か
な

い
よ
う
に
し
、
放
火
に
つ
な
が
ら
な
い
環

境
づ
く
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
だ
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
さ

れ
て
い
な
い
ご
家
庭
は
、
早
急
に
設
置
し

て
く
だ
さ
い
。

　

火
の
用
心
を
お
願
い
し
ま
す
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

12 月 13 日 ( 火 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 28年 平成 27年
人　身 34件 16件
物　損 561 件 435 件
死　者 1名 0名

11 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 28年 平成 27年
火　災 6件 13件
救　急 731件 726件
救　助 34件 26件
その他 80件 82件

11 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　平成 28 年 11月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

15,766 人

 7,944 人

 7,822 人

8,305 世帯

（前月比 +434）

（前月比 +258）

（前月比 +176）

（前月比 +439）

うち外国籍住民 840 人（前月比 +383）

主
な
事
件

▽
傷
害
事
件
の
発
生

　

飲
食
店
に
お
い
て
、
男
が
店
内
で
暴
れ

る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た

交
通
事
故

▽
11
月
11
日
、
国
道
で
対
向
は
み
出
し
に

よ
る
交
通
死
亡
事
故
が
発
生
し
ま
し
た

▽
11
月
21
日
、
丁
字
路
交
差
点
で
、
凍
結

路
面
に
よ
る
ス
リ
ッ
プ
が
原
因
の
追
突
事

故
が
発
生
し
ま
し
た

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
注
文
し
た
商
品

が
届
か
な
い
」
と
き
は
、
偽
通
販
サ
イ
ト

や
悪
質
通
販
サ
イ
ト
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
】

〇
価
格
に
騙
さ
れ
な
い

〇
代
引
き
の
で
き
る
サ
イ
ト
を
選
ぶ

〇
サ
イ
ト
名
や
代
表

　

者
名
な
ど
を
事
前

　

に
ネ
ッ
ト
上
で
検

　

索
す
る

ごめいふくをお祈りします

　成年後見は、認知症などで判断能力が低くなった方をサポート

するための大切な制度です。この制度に関する法律が一部改正さ

れましたので、改正のポイントをご紹介します。 

　1 つ目は、本人あての郵便物の管理について定められたことで

す。郵便物の中には、クレジットカードの利用明細など借入があ

るかどうか知る手がかりとなる書類が含まれていることがありま

す。ですが、成年後見人が本人と別々に暮らしていると、本人に

どのような郵便物が届いているのか分からず、本人のための財産

管理が難しいことがあります。今回の改正で、裁判所が認めると

きは 6カ月間本人あての郵便物を転送でき、そして、開いて見る

こともできると規定されました。

　2 つ目は、本人が亡くなった後でも、成年後見人が行うことの

できる残務が規定されたことです。本人が亡くなると、成年後見

は終了します。実際には、本人に身よりがない場合などに、生前

の医療費の支払い手続きを成年後見人が行うことが周囲から期待

されることがあります。そのようなとき、これまでは本人死亡後

も成年後見人ができることについて明確に決められていなかった

ので、成年後見人が対応に困る場面がありました。

　今回の改正で、成年被後見人の死亡後でも、一部の事柄（生前

かかった医療費、入院費、公共料金の支払いなど）については、

成年後見人が行うことができるとされました。ただし、必要なこ

とを何でもできるわけではありませんし、条件があることに留意

が必要です。

－13－

成
年
後
見
制
度
の
法
律
改
正

岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士　古宮　靖子
　☎     0135-61-4777
　FAX  0135-61-4888


